
（１）指定調査研究等法人の指定（第４条～第16条）
○ 厚生労働大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、調査研究等業務を適正かつ確実に行うことができると認められ
るものを、その申請により全国を通じて一個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。

※業務内容
①調査研究及び検証、その成果の提供、その成果の活用の促進
②調査研究及び検証に対する助成
③先進的な取組等の情報の収集、整理及び提供
④地方公共団体に対する助言その他の援助
⑤地方公共団体の職員等に対する研修 等

○ 国は、予算の範囲内で、指定調査研究等法人に対し、交付金を交付することができる。

○ 指定調査研究等法人の役職員等の守秘義務、指定調査研究等法人に対する国の監督等を規定。

（２）その他
○ 調査研究及びその成果の活用等の基本方針（第２条）
地域の実情を反映した実践的・効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること、調査研究の水準の向上や国際連携の
確保・国際協力の推進に努めること等の基本方針に基づき行う。

○ 調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備（第３条）
国及び地方公共団体は、指定調査研究等法人その他の関係者との連携協力体制の整備等の措置を講ずる。

内容

○ 公布の日から起算して３月を経過した日（令和元年９月12日）

施行期日

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及び
その成果の活用等の推進に関する法律（令和元年法律第32号）（議員立法）

○ 自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推
進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めるこ
とにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とする。

目的
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  一 

自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 す る 法

律 

（ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 自 殺 対 策 基 本 法 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 五 号 ） の 趣 旨 に の っ と り 、 自 殺 対 策 の 総 合 的

か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 し 、 基 本 方 針 を 定 め る と と も

に 、 そ の た め の 体 制 の 整 備 に つ い て 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 指 定 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 自

殺 対 策 の 一 層 の 充 実 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 基 本 方 針 ） 

第 二 条 自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め に 自 殺 対 策 基 本 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行

わ れ る 自 殺 の 実 態 、 自 殺 の 防 止 、 自 殺 者 の 親 族 等 の 支 援 の 在 り 方 、 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 、

自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 等 又 は 心 の 健 康 の 保 持 増 進 に つ い て の 調 査 研 究 及 び 検 証 並 び に そ の 成 果 の 活 用 並 び

に 自 殺 対 策 に つ い て の 先 進 的 な 取 組 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 （ 以 下 「 調 査 研 究 及

び そ の 成 果 の 活 用 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 行 わ れ る も の と す る 。 



 

二 

一 自 殺 対 策 が 生 き る こ と の 包 括 的 な 支 援 と し て 行 わ れ る べ き も の で あ る こ と に 鑑 み 、 こ れ を 必 要 と す る

者 が そ の 居 住 す る 地 域 に か か わ ら ず 等 し く 適 切 な 支 援 を 受 け る こ と が で き る よ う に な る こ と を 目 指 し 、

国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 適 切 な 役 割 分 担 及 び 相 互 の 協 力 の 下 、 総 合 的 か つ 確 実 に 推 進 さ れ る こ と 。 

二 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 に 関 す る 調 査 研 究 が 計 画 的 か つ 継 続 的 に 行 わ れ 、 そ の 成 果 が 各

地 方 公 共 団 体 に お い て 適 切 に 活 用 さ れ る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の 実 情 を 反 映 し た 実 践 的 か つ 効 果 的

な 自 殺 対 策 に つ な が る も の と な る よ う に す る こ と 。 

三 自 殺 対 策 と 保 健 、 医 療 、 福 祉 、 教 育 、 労 働 そ の 他 の 関 連 施 策 と の 有 機 的 な 連 携 に つ い て 十 分 な 配 慮 が

な さ れ た も の と な る こ と 。 

四 国 の 関 係 行 政 機 関 、 地 方 公 共 団 体 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 （ 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 調 査 研 究 等 法

人 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 者 の 相 互 の 密 接

な 連 携 の 下 、 円 滑 か つ 効 果 的 に 実 施 さ れ る こ と 。 

五 自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 及 び そ の 効 果 に 関 す る 総 合 的 か つ 定 期 的 な 検 証 が 行 わ れ 、 自 殺 対 策 の 策 定 及 び

実 施 に 当 た り そ の 結 果 の 適 切 な 活 用 が 図 ら れ る こ と 。 



  三 

六 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 適 正 な 配 慮 が な さ れ る こ と 。 
七 調 査 研 究 が 最 新 の 科 学 的 な 知 見 を 踏 ま え た 専 門 的 な も の と な る よ う 、 そ の 水 準 の 向 上 に 努 め る と と も

に 、 調 査 研 究 に 関 す る 国 際 的 な 連 携 の 確 保 及 び 国 際 協 力 の 推 進 に 努 め る こ と 。 

（ 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め の 体 制 の 整 備 ） 

第 三 条 国 は 、 前 条 に 定 め る 基 本 方 針 （ 次 項 及 び 第 八 条 第 二 項 に お い て 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） に 基 づ き 調

査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め 、 そ の 体 制 の 整 備 に 関 し 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 調 査 研 究

等 法 人 の 指 定 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

一 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 業 務 が 円 滑 か つ 効 果 的 に 行 わ れ る た め の 環 境 の 整 備 

二 地 方 公 共 団 体 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 者 と の 連 携

協 力 体 制 の 整 備 

三 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 に お け る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い の 確 保 の た め の 措 置 

四 調 査 研 究 に 関 す る 国 際 的 な 連 携 の 確 保 及 び 国 際 協 力 の 推 進 の た め の 措 置 

五 地 方 公 共 団 体 が 次 項 の 規 定 に よ り 講 ず る 措 置 に 対 す る 支 援 



 

四 

２ 地 方 公 共 団 体 は 、 基 本 方 針 に 基 づ き 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め 、 そ の 体 制 の 整 備 に 関 し 、

そ の 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 地 域 に お け る 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め の 拠 点 の 整 備 、 指 定 調 査

研 究 等 法 人 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 関 係 者 と の 連 携 協 力 体 制 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の

と す る 。 

（ 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 指 定 等 ） 

第 四 条 厚 生 労 働 大 臣 は 、 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 で あ っ て 、 次 条 に 規 定 す る 業 務 （ 以 下 「 調 査 研 究

等 業 務 」 と い う 。 ） を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、 そ の 申 請 に よ り 、 全 国 を 通

じ て 一 個 に 限 り 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。 

２ 厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た と き は 、 当 該 指 定 を 受 け た 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の

所 在 地 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 そ の 名 称 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、

そ の 旨 を 厚 生 労 働 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

４ 厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 項 を 公 示 し な け れ ば な ら な



  五 

い 。 
（ 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 業 務 ） 

第 五 条 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。 

一 自 殺 の 実 態 、 自 殺 の 防 止 、 自 殺 者 の 親 族 等 の 支 援 の 在 り 方 、 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 、

自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 等 又 は 心 の 健 康 の 保 持 増 進 に つ い て の 調 査 研 究 及 び 検 証 を 行 い 、 並 び に そ の 成 果

を 提 供 し 、 及 び そ の 成 果 の 活 用 を 促 進 す る こ と 。 

二 前 号 に 規 定 す る 調 査 研 究 及 び 検 証 を 行 う 者 に 対 し て 助 成 を 行 う こ と 。 

三 自 殺 対 策 に つ い て 、 先 進 的 な 取 組 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 を 行 う こ と 。 

四 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 策 定 及 び 実 施 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行

う こ と 。 

五 自 殺 対 策 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 の 職 員 そ の 他 の 関 係

者 に 対 す る 研 修 を 行 う こ と 。 

六 前 各 号 の 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を 行 う こ と 。 



 

六 

（ 地 方 公 共 団 体 と の 連 携 ） 
第 六 条 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 地 方 公 共 団 体 の 自 殺 対 策 に 係 る 調 査 研 究 等 業 務 を 行 う に 当 た っ て は 、 そ の

円 滑 か つ 効 果 的 な 実 施 を 図 る た め 、 地 方 公 共 団 体 と の 連 携 に 努 め る も の と す る 。 

（ 秘 密 保 持 義 務 ） 

第 七 条 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 役 員 若 し く は 職 員 又 は こ れ ら の 職 に あ っ た 者 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 調 査 研 究

等 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 

（ 事 業 計 画 等 ） 

第 八 条 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 毎 事 業 年 度 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予

算 書 を 作 成 し 、 厚 生 労 働 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ れ を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。 

２ 前 項 の 事 業 計 画 書 は 、 基 本 方 針 に 基 づ き 、 か つ 、 自 殺 総 合 対 策 大 綱 （ 自 殺 対 策 基 本 法 第 十 二 条 に 規 定 す

る 自 殺 総 合 対 策 大 綱 を い う 。 ） の 内 容 を 踏 ま え て 定 め な け れ ば な ら な い 。 

３ 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 、 事 業 報 告 書 及 び 収 支

決 算 書 を 作 成 し 、 厚 生 労 働 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 



  七 

（ 報 告 及 び 立 入 検 査 ） 
第 九 条 厚 生 労 働 大 臣 は 、 調 査 研 究 等 業 務 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 指 定 調 査 研

究 等 法 人 に 対 し 、 調 査 研 究 等 業 務 に 関 し 報 告 若 し く は 資 料 の 提 出 を さ せ 、 又 は 当 該 職 員 に 、 指 定 調 査 研 究

等 法 人 の 事 務 所 に 立 ち 入 り 、 業 務 の 状 況 若 し く は 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 若 し く は 関 係 者 に

質 問 さ せ る こ と が で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 の 請 求 が あ っ た と き

は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 し て は な ら な い 。 

（ 改 善 命 令 ） 

第 十 条 厚 生 労 働 大 臣 は 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 調 査 研 究 等 業 務 の 運 営 に 関 し 改 善 が 必 要 で あ る と 認 め る と

き は 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し 、 そ の 改 善 に 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ と が で き る 。 

（ 指 定 の 取 消 し ） 

第 十 一 条 厚 生 労 働 大 臣 は 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 が 前 条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き は 、 そ の 指 定 を 取



 

八 

り 消 す こ と が で き る 。 
２ 厚 生 労 働 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 情 報 提 供 そ の 他 の 配 慮 ） 

第 十 二 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し て 、 調 査 研 究 等 業 務 の 適 確 な 実 施 に 必 要 な 情

報 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 配 慮 を す る も の と す る 。 

（ 交 付 金 ） 

第 十 三 条 国 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し 、 調 査 研 究 等 業 務 に 要 す る 費 用 の 全 部

又 は 一 部 に 相 当 す る 金 額 を 交 付 す る こ と が で き る 。 

（ 厚 生 労 働 省 令 へ の 委 任 ） 

第 十 四 条 第 四 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 厚 生 労 働 省

令 で 定 め る 。 

（ 罰 則 ） 

第 十 五 条 第 七 条 の 規 定 に 違 反 し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 
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第 十 六 条 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 資 料 を 提 出 せ ず 、 若 し く は 同 項 の 報 告 若 し く は

資 料 の 提 出 に つ い て 虚 偽 の 報 告 を し 、 若 し く は 虚 偽 の 資 料 を 提 出 し 、 又 は 同 項 の 規 定 に よ る 検 査 を 拒 み 、

妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し く は 同 項 の 規 定 に よ る 質 問 に 対 し て 陳 述 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 陳 述 を し た

と き は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 役 員 又 は 職 員 は 、 二 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

２ 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 役 員 又 は 職 員 が 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 業 務 に 関 し て 前 項 の 違 反 行 為 を し た と き は 、

行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し て も 、 同 項 の 刑 を 科 す る 。 

附 則 

こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 経 過 し た 日 か ら 施 行 す る 。 





  一 一 

理 由 
自 殺 対 策 の 一 層 の 充 実 を 図 る た め 、 自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調 査 研 究 及 び そ の

成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 し 、 基 本 方 針 を 定 め る と と も に 、 当 該 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め の

体 制 の 整 備 に つ い て 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 指 定 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 



  一 

自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 す る 法

律 案 要 綱 

第 一 目 的 

  こ の 法 律 は 、 自 殺 対 策 基 本 法 の 趣 旨 に の っ と り 、 自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調

査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 し 、 基 本 方 針 を 定 め る と と も に 、 そ の た め の 体 制 の 整 備 に つ い て

指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 指 定 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 自 殺 対 策 の 一 層 の 充 実 を 図 る こ と を 目

的 と す る こ と 。                                 （ 第 一 条 関 係 ） 

第 二 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 基 本 方 針 

 自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め に 自 殺 対 策 基 本 法 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ

る 自 殺 の 実 態 、 自 殺 の 防 止 、 自 殺 者 の 親 族 等 の 支 援 の 在 り 方 、 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 、 自

殺 対 策 の 実 施 の 状 況 等 又 は 心 の 健 康 の 保 持 増 進 に つ い て の 調 査 研 究 及 び 検 証 並 び に そ の 成 果 の 活 用 並 び に

自 殺 対 策 に つ い て の 先 進 的 な 取 組 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 （ 以 下 「 調 査 研 究 及 び

そ の 成 果 の 活 用 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 行 わ れ る も の と す る こ と 。 



 

二 

① 自 殺 対 策 が 生 き る こ と の 包 括 的 な 支 援 と し て 行 わ れ る べ き も の で あ る こ と に 鑑 み 、 こ れ を 必 要 と す

る 者 が そ の 居 住 す る 地 域 に か か わ ら ず 等 し く 適 切 な 支 援 を 受 け る こ と が で き る よ う に な る こ と を 目 指

し 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 適 切 な 役 割 分 担 及 び 相 互 の 協 力 の 下 、 総 合 的 か つ 確 実 に 推 進 さ れ る こ と 。 

② 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 に 関 す る 調 査 研 究 が 計 画 的 か つ 継 続 的 に 行 わ れ 、 そ の 成 果 が

各 地 方 公 共 団 体 に お い て 適 切 に 活 用 さ れ る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 地 域 の 実 情 を 反 映 し た 実 践 的 か つ 効

果 的 な 自 殺 対 策 に つ な が る も の と な る よ う に す る こ と 。 

③ 自 殺 対 策 と 保 健 、 医 療 、 福 祉 、 教 育 、 労 働 そ の 他 の 関 連 施 策 と の 有 機 的 な 連 携 に つ い て 十 分 な 配 慮

が な さ れ た も の と な る こ と 。 

④ 国 の 関 係 行 政 機 関 、 地 方 公 共 団 体 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ

の 他 の 関 係 者 の 相 互 の 密 接 な 連 携 の 下 、 円 滑 か つ 効 果 的 に 実 施 さ れ る こ と 。 

⑤ 自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 及 び そ の 効 果 に 関 す る 総 合 的 か つ 定 期 的 な 検 証 が 行 わ れ 、 自 殺 対 策 の 策 定 及

び 実 施 に 当 た り そ の 結 果 の 適 切 な 活 用 が 図 ら れ る こ と 。 

⑥ 個 人 情 報 の 保 護 に つ い て 適 正 な 配 慮 が な さ れ る こ と 。 
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⑦ 調 査 研 究 が 最 新 の 科 学 的 な 知 見 を 踏 ま え た 専 門 的 な も の と な る よ う 、 そ の 水 準 の 向 上 に 努 め る と と

も に 、 調 査 研 究 に 関 す る 国 際 的 な 連 携 の 確 保 及 び 国 際 協 力 の 推 進 に 努 め る こ と 。 

（ 第 二 条 関 係 ） 

第 三 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め の 体 制 の 整 備 

１ 国 は 、 第 二 の 基 本 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） に 基 づ き 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う

た め 、 そ の 体 制 の 整 備 に 関 し 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 指 定 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置

を 講 ず る も の と す る こ と 。 

① 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 業 務 が 円 滑 か つ 効 果 的 に 行 わ れ る た め の 環 境 の 整 備 

② 地 方 公 共 団 体 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 者 と の 連

携 協 力 体 制 の 整 備 

③ 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 に お け る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い の 確 保 の た め の 措 置 

④ 調 査 研 究 に 関 す る 国 際 的 な 連 携 の 確 保 及 び 国 際 協 力 の 推 進 の た め の 措 置 

⑤ 地 方 公 共 団 体 が ２ に よ り 講 ず る 措 置 に 対 す る 支 援 
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（ 第 三 条 第 一 項 関 係 ） 
２ 地 方 公 共 団 体 は 、 基 本 方 針 に 基 づ き 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め 、 そ の 体 制 の 整 備 に 関

し 、 そ の 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 地 域 に お け る 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 を 行 う た め の 拠 点 の 整 備 、 指

定 調 査 研 究 等 法 人 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 関 係 者 と の 連 携 協 力 体 制 の 整 備 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講

ず る も の と す る こ と 。                          （ 第 三 条 第 二 項 関 係 ） 

第 四 指 定 調 査 研 究 等 法 人 

一 指 定 

 厚 生 労 働 大 臣 は 、 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 で あ っ て 、 二 の 業 務 （ 以 下 「 調 査 研 究 等 業 務 」 と い

う 。 ） を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る も の を 、 そ の 申 請 に よ り 、 全 国 を 通 じ て 一 個 に

限 り 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 と し て 指 定 す る こ と が で き る こ と 。        （ 第 四 条 第 一 項 関 係 ） 

二 業 務 

指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る こ と 。 

① 自 殺 の 実 態 、 自 殺 の 防 止 、 自 殺 者 の 親 族 等 の 支 援 の 在 り 方 、 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 、
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自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 等 又 は 心 の 健 康 の 保 持 増 進 に つ い て の 調 査 研 究 及 び 検 証 を 行 い 、 並 び に そ の 成

果 を 提 供 し 、 及 び そ の 成 果 の 活 用 を 促 進 す る こ と 。 
② ① に 規 定 す る 調 査 研 究 及 び 検 証 を 行 う 者 に 対 し て 助 成 を 行 う こ と 。 

③ 自 殺 対 策 に つ い て 、 先 進 的 な 取 組 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 を 行 う こ と 。 

④ 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 策 定 及 び 実 施 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 に 対 し 、 助 言 そ の 他 の 援 助 を

行 う こ と 。 

⑤ 自 殺 対 策 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 の 職 員 、 自 殺 対 策 に 係 る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 の 職 員 そ の 他 の 関

係 者 に 対 す る 研 修 を 行 う こ と 。 

⑥ ① か ら ⑤ ま で の 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を 行 う こ と 。 

（ 第 五 条 関 係 ） 

三 地 方 公 共 団 体 と の 連 携 

 指 定 調 査 研 究 等 法 人 は 、 地 方 公 共 団 体 の 自 殺 対 策 に 係 る 調 査 研 究 等 業 務 を 行 う に 当 た っ て は 、 そ の 円

滑 か つ 効 果 的 な 実 施 を 図 る た め 、 地 方 公 共 団 体 と の 連 携 に 努 め る も の と す る こ と 。  （ 第 六 条 関 係 ） 
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四 秘 密 保 持 義 務 

 指 定 調 査 研 究 等 法 人 の 役 員 若 し く は 職 員 又 は こ れ ら の 職 に あ っ た 者 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 調 査 研 究 等

業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い こ と 。              （ 第 七 条 関 係 ） 

五 監 督 等 

 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に つ い て 、 事 業 計 画 等 、 報 告 及 び 立 入 検 査 、 改 善 命 令 並 び に 指 定 の 取 消 し に 関 す

る 規 定 を 設 け る も の と す る こ と 。                （ 第 八 条 か ら 第 十 一 条 ま で 関 係 ） 

六 情 報 提 供 そ の 他 の 配 慮 

 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し て 、 調 査 研 究 等 業 務 の 適 確 な 実 施 に 必 要 な 情 報 の

提 供 そ の 他 の 必 要 な 配 慮 を す る も の と す る こ と 。                （ 第 十 二 条 関 係 ） 

七 交 付 金 

国 は 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 、 指 定 調 査 研 究 等 法 人 に 対 し 、 調 査 研 究 等 業 務 に 要 す る 費 用 の 全 部 又 は

一 部 に 相 当 す る 金 額 を 交 付 す る こ と が で き る こ と 。               （ 第 十 三 条 関 係 ） 

第 五 罰 則 
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第 四 の 四 に 違 反 し て 秘 密 を 漏 ら し た 者 に 対 す る 罰 則 そ の 他 所 要 の 罰 則 を 設 け る こ と 。 

（ 第 十 五 条 及 び 第 十 六 条 関 係 ） 

第 六 施 行 期 日 等 

 一 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 三 月 を 経 過 し た 日 か ら 施 行 す る こ と 。      （ 附 則 関 係 ） 

 二 そ の 他 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う こ と 。 

 



 

自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め の 調 査 研 究 及 び そ の 成 果 の 活 用 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 案 参 照 条 文 

 

○ 自 殺 対 策 基 本 法 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 五 号 ） （ 抄 ） 

（ 調 査 研 究 等 の 推 進 及 び 体 制 の 整 備 ） 

第 十 五 条 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 自 殺 対 策 の 総 合 的 か つ 効 果 的 な 実 施 に 資 す る た め 、 自 殺 の 実 態 、 自 殺 の 防 止 、 自 殺

者 の 親 族 等 の 支 援 の 在 り 方 、 地 域 の 状 況 に 応 じ た 自 殺 対 策 の 在 り 方 、 自 殺 対 策 の 実 施 の 状 況 等 又 は 心 の 健 康 の 保 持 増

進 に つ い て の 調 査 研 究 及 び 検 証 並 び に そ の 成 果 の 活 用 を 推 進 す る と と も に 、 自 殺 対 策 に つ い て 、 先 進 的 な 取 組 に 関 す

る 情 報 そ の 他 の 情 報 の 収 集 、 整 理 及 び 提 供 を 行 う も の と す る 。 

２ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 前 項 の 施 策 の 効 率 的 か つ 円 滑 な 実 施 に 資 す る た め の 体 制 の 整 備 を 行 う も の と す る 。 

 



○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（

令
和
元
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ

効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
元
年
九
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
単
に
「
指
定

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

法
第
五
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
調
査
研
究
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

調
査
研
究
等
業
務
の
開
始
の
予
定
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六

調
査
研
究
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

七

調
査
研
究
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類



（
指
定
の
基
準
）

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
者

第
三
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
こ
と
を
当
該
法
人
の
目
的
の
一
部
と
し
て
い
る
こ
と
。

三

調
査
研
究
等
業
務
を
全
国
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四

調
査
研
究
等
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

五

調
査
研
究
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。



六

調
査
研
究
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
研
究
等
業
務
の
運
営

が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

七

役
員
の
構
成
が
調
査
研
究
等
業
務
の
公
正
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

公
平
か
つ
適
正
な
調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
研
究
等
法
人
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
指
定
調
査
研
究
等
法
人
」
と
い

う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
厚
生

労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
事
業
計
画
書
等
の
提
出
）

第
五
条

法
第
八
条
第
一
項
前
段
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
日



の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
調
査
研
究
等
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
事
業
計
画
書
又
は
収
支
予
算
書
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
法
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
八
条
第
三
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
検
査
員
証
）

第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
同
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式(第六条関係) 

表面 

第     号 

身分証明書 

  官職又は職名 

氏 名 

生 年 月 日 

 上記の者は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための

調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律第９条第 1 項の

規定による立入検査をすることができる職員であることを証明す

る。 

 

写 真 

            交付日    年  月  日 

            （  年  月  日まで有効） 

 

厚生労働大臣     印  

裏面 

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推

進に関する法律抜粋 

第九条 厚生労働大臣は、調査研究等業務の適正な運営を確保するために必要な限度に

おいて、指定調査研究等法人に対し、調査研究等業務に関し報告若しくは資料の提出を

させ、又は当該職員に、指定調査研究等法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは

帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

第十六条 第九条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同

項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による

質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定

調査研究等法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

２ 指定調査研究等法人の役員又は職員が指定調査研究等法人の業務に関して前項の違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定調査研究等法人に対しても、同項の刑

を科する。 

(備考)規格は、縦 5.4cm×横 8.5cm とする。 


